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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体を超音波で反復的にスキャンすることにより超音波画像データを逐次に生成する
生成部と、
　前記超音波画像データに基づく動画像を表示手段に表示させる表示制御部と、
　記憶部と、
　操作部と、
　前記スキャンの反復周波数と現に設定されているレートとに基づいて、実質的に当該反
復周波数以下である新たなレートを決定し、逐次に生成される前記超音波画像データを前
記新たなレートで前記記憶部に逐次に記憶させるとともに、前記新たなレートを用いる第
１モードでの動作と、ユーザが前記操作部を用いて設定したレートを用いる第２モードで
の動作とを選択的に実行可能とする記憶制御部と、
　を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　被検体を超音波で反復的にスキャンすることにより超音波画像データを逐次に生成する
生成部と、
　前記超音波画像データに基づく動画像と所定の付帯情報とを表示手段に表示させる表示
制御部と、
　記憶部と、
　前記スキャンの反復周波数と現に設定されているレートとに基づいて、実質的に当該反
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復周波数以下である新たなレートを決定し、前記表示制御部により逐次に生成される前記
動画像のフレーム及び前記付帯情報を前記新たなレートで前記記憶部に逐次に記憶させる
記憶制御部と、
　を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　前記新たなレートは前記反復周波数と実質的に等しいことを特徴とする請求項１又は請
求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　操作部を更に備え、
　前記記憶制御部は、前記新たなレートを用いる第１モードでの動作と、ユーザが前記操
作部を用いて設定したレートを用いる第２モードでの動作とを選択的に実行可能である、
　ことを特徴とする請求項２又は請求項３に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明の実施形態は超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波プローブを用いて被検体内に超音波を送信してその反射波を
受信することにより、被検体の生体情報を取得するものである。
【０００３】
　特に、超音波診断装置は、視野領域内を超音波で反復的にスキャンすることにより、こ
の視野領域内の生体部位の形態や機能を表す動画像を生成し表示する。このとき、あらか
じめ設定された反復周波数で視野領域内のスキャンが反復される。
【０００４】
　反復周波数とは、当該技術分野でフレームレートなどと呼ばれるパラメータであり、単
位時間に視野領域内をスキャンする回数（換言すると、単位時間に視野領域全体を計測す
る回数）を示す。超音波診断装置は、一回のスキャンに対応して一枚の画像（フレーム）
を生成する。なお、反復周波数としては、動画像を表示させるときのビデオレート程度の
値や、その数倍程度の値などが用いられる。なお、反復周波数は、繰り返し周波数、つま
り単位時間に超音波を送受信する回数とは異なる概念である。
【０００５】
　動画像は、その取得後に、診断やインフォームド・コンセントにて使用される。そのた
めに、生成・表示されている動画像を保存する技術が知られている（たとえば特許文献１
を参照）。動画像の保存は、あらかじめ設定された動画像記憶周波数で行われる。動画像
記憶周波数とは、単位時間に記憶されるフレームの枚数を示す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－８７６４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　動画像を保存する際には動画像記憶周波数に配慮する必要がある。たとえば動画像記憶
周波数が反復周波数よりも高い場合、動画像の同じフレームを重複して記憶することとな
り、記憶されるデータの容量が無駄に増大してしまう。そうすると、データの保存や読み
出しに時間が掛かったり、リソースを無駄に消費したりといった問題が生じる。
【０００８】
　また、従来においては、フレームレートに影響するパラメータ（繰り返し周波数、ビー
ム数など）を変更した場合、動画像記憶周波数を手動で変更していた。そのため、操作の
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煩雑さや変更し忘れなどが問題となっていた。
【０００９】
　この実施形態は、視野領域に対するスキャンの反復周波数に応じた好適な動画像記憶周
波数を自動で設定することが可能な超音波診断装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この実施形態に係る超音波診断装置は、生成部と、表示制御部と、記憶部と、操作部と
、記憶制御部とを有する。生成部は、被検体を超音波で反復的にスキャンすることにより
超音波画像データを逐次に生成する。表示制御部は、超音波画像データに基づく動画像を
表示手段に表示させる。記憶制御部は、スキャンの反復周波数と、現に設定されているレ
ートとに基づいて、実質的に当該反復周波数以下である新たなレートを決定する。更に、
記憶制御部は、生成部により逐次に生成される超音波画像データを、当該新たなレートで
記憶部に逐次に記憶させる。また、記憶制御部は、新たなレートを用いる第１モードでの
動作と、ユーザが操作部を用いて設定したレートを用いる第２モードでの動作とを選択的
に実行可能とする。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１の実施形態に係る超音波診断装置を示すブロック図である。
【図２】第１の実施形態に係る超音波診断装置を示すブロック図である。
【図３】第１の実施形態に係る超音波診断装置の動作の一例を表すフローチャートである
。
【図４】第２の実施形態に係る超音波診断装置を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　この実施形態に係る超音波診断装置について、図面を参照しつつ説明する。
【００１３】
〈第１の実施形態〉
［構成］
　図１に示す超音波診断装置は、超音波プローブ１と、送信部２と、受信部３と、信号処
理部４と、画像生成部５と、表示制御部６と、表示部７と、制御部８と、操作部９と、画
像記憶部１０とを有する。
【００１４】
（超音波プローブ１）
　超音波プローブ１には、複数の超音波振動子が走査方向に１列に配置された１次元アレ
イプローブ、又は、複数の超音波振動子が２次元的に配置された２次元アレイプローブが
用いられる。また、走査方向に１列に配置された複数の超音波振動子を、走査方向に直交
する揺動方向に揺動させる機械式１次元アレイプローブを用いてもよい。超音波プローブ
１は被検体に超音波を送信し、被検体からの反射波をエコー信号として受信する。
【００１５】
（送信部２）
　送信部２は、超音波プローブ１に電気信号を供給して所定の焦点にビームフォームした
（つまり送信ビームフォームした）超音波を送信させる。
【００１６】
（受信部３）
　受信部３は、超音波プローブ１が受信したエコー信号を受信し、そのエコー信号に対し
て遅延処理を行うことにより、アナログのエコー信号を整相された（つまり受信ビームフ
ォームされた）デジタルのデータに変換する。
【００１７】
　受信部３は、例えば図示しないプリアンプ回路と、Ａ／Ｄ変換器と、受信遅延回路と、
加算器とを有する。プリアンプ回路は、超音波プローブ１の各超音波振動子から出力され
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るエコー信号を受信チャンネルごとに増幅する。Ａ／Ｄ変換器は、増幅されたエコー信号
をデジタル信号に変換する。受信遅延回路は、デジタル信号に変換されたエコー信号に、
受信指向性を決定するために必要な遅延時間を与える。加算器は、遅延時間が与えられた
エコー信号を加算する。その加算によって、受信指向性に応じた方向からの反射成分が強
調される。受信部３から出力される受信信号は、信号処理部４に出力される。
【００１８】
（信号処理部４）
　信号処理部４はＢモード処理部を有する。Ｂモード処理部は受信信号を受信部３から受
けて、受信信号の振幅情報の映像化を行う。具体的には、Ｂモード処理部は、受信信号に
対してバンドパスフィルタ処理を行い、その後、出力信号の包絡線を検波し、検波された
データに対して対数変換による圧縮処理を施す。
【００１９】
　信号処理部４はＣＦＭ（Ｃｏｌｏｒ　Ｆｌｏｗ　Ｍａｐｐｉｎｇ）処理部を有していて
もよい。ＣＦＭ処理部は血流情報の映像化を行う。血流情報には、速度、分布、又はパワ
ーなどの情報があり、血流情報は２値化情報として得られる。
【００２０】
　信号処理部４はドプラ処理部を有していてもよい。ドプラ処理部は受信信号を位相検波
することによりドプラ偏移周波数成分を取り出し、ＦＦＴ処理を施すことにより血流速度
を表すドプラ周波数分布を生成する。
【００２１】
　信号処理部４は、信号処理が施された受信信号（超音波ラスタデータ）を画像生成部５
に出力する。
【００２２】
（画像生成部５）
　画像生成部５は、信号処理部４から出力された信号処理後の受信信号（超音波ラスタデ
ータ）に基づいて超音波画像データを生成する。画像生成部５は、例えばＤＳＣ（Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ｓｃａｎ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ：デジタルスキャンコンバータ）を有する。画
像生成部５は、走査線の信号列で表される信号処理後の受信信号を、直交座標系で表され
る画像データに変換する。この処理は、スキャンコンバージョン処理などと呼ばれる。例
えば、画像生成部５は、Ｂモード処理部によって信号処理が施された受信信号にスキャン
コンバージョン処理を施すことにより、被検体の組織の形態を表すＢモード画像データを
生成する。画像生成部５は、超音波画像データを表示制御部６に出力する。
【００２３】
　なお、超音波プローブ１、送信部２、受信部３、信号処理部４及び画像生成部５は、「
生成部」として機能する。生成部は、視野領域内を超音波で反復的にスキャンすることに
より、この視野領域の超音波画像データを逐次に生成する。
【００２４】
　視野領域とは、超音波でスキャンされる被検体の領域であり、また画像として描出され
る領域である。視野領域は、たとえば２次元領域又は３次元領域である。生成部は、視野
領域のスキャンを所定の周波数で反復する。この周波数を反復周波数と呼ぶことにする。
この処理は、超音波プローブ１、送信部２及び受信部３が反復的に連動制御されることで
実現される。生成部は、視野領域を一度スキャンする毎に得られる一連のエコー信号に基
づいて、一枚分の超音波画像データを逐次に生成する。この処理は、超音波プローブ１、
送信部２及び受信部３の反復的な連動制御に同期して信号処理部４及び画像生成部５を連
動制御することにより実現される。
【００２５】
　なお、反復周波数と、表示用のビデオレートとの関係については、一般に前者が後者以
上となる。反復周波数がビデオレートよりも高い場合、生成された超音波画像データの一
部のみが表示用のフレームとして用いられる。詳細については後述するが、この場合にお
いても全ての超音波画像データが記憶される。それにより、たとえば後にコマ送りで観察
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を行うときの時間分解能が高まる。
【００２６】
（表示制御部６）
　表示制御部６は、超音波画像データを画像生成部５から受けて、超音波画像データに基
づく超音波画像を表示部７に表示させる。このとき、表示制御部６は、超音波画像データ
と所定の付帯情報とを組み合わせて表示用のフレームを生成する。この付帯情報としては
、患者情報や撮影条件などがある。患者情報とは、当該被検者に関する情報であり、その
一例として患者ＩＤや氏名などがある。撮影条件とは、当該超音波診断において適用され
ているパラメータの値であり、その一例として、反復周波数、ビデオレート、動画像記憶
周波数（後述）、繰り返し周波数、ビーム数などがある。超音波画像データと付帯情報の
組み合わせ方法としては、これらをそれぞれ異なるレイヤーとして構成して重畳させる方
法や、これらを合成して表示用のデータを生成する方法などがある。
【００２７】
（表示部７）
　表示部７は、ＣＲＴや液晶ディスプレイなどのモニタで構成されている。表示部７は、
表示制御部６による制御を受けて超音波画像や付帯情報を表示する。
【００２８】
（制御部８）
　制御部８は、超音波診断装置の各部の動作を制御する。例えば、制御部８は、前述の連
動制御を実行させる。また、制御部８は、超音波画像データや付帯情報を記憶させるため
の処理を実行する。制御部８は、図２に示すように、記憶周波数決定部８１と、記憶処理
部８２と、モード切替部８３とを有する。記憶周波数決定部８１、記憶処理部８２及びモ
ード切替部８３は、「記憶制御部」の一例として機能する。
【００２９】
（記憶周波数決定部８１）
　記憶周波数決定部８１は、所定の反復周波数でスキャンを繰り返す場合、つまり動画撮
影を行っている場合に動作するものである。記憶周波数決定部８１は、スキャンの反復周
波数と、現に設定されている動画像記憶周波数とに基づいて、実質的に当該反復周波数以
下である新たな動画像記憶周波数を決定する。
【００３０】
　動画像記憶周波数とは、動画撮影時に設定されるパラメータであり、前述のように、単
位時間に記憶されるフレーム（超音波画像データ）の枚数を示す。動画像記憶周波数は、
動画撮影前に設定される。その値は、デフォルト値であってもよいし、ユーザが任意に設
定した値であってもよい。
【００３１】
　「動画像記憶周波数が実質的に反復周波数以下である」とは、前者が後者以下である場
合だけでなく、この実施形態の作用・効果が得られる程度において前者が後者を超える場
合も含むことを意味する。この超過範囲は、装置のハードウェア構成及び／又はソフトウ
ェア構成や、適用される動画像記憶周波数及び／又は反復周波数の値や、動画撮影時間な
どに応じて任意に決定される。
【００３２】
　記憶周波数決定部８１の実行する処理の具体例を説明する。記憶周波数決定部８１は、
事前に設定されたスキャンの反復周波数の情報と、現に設定されている動画像記憶周波数
の情報とを受けて、これらの値を比較する。動画像記憶周波数が反復周波数以下である場
合、記憶周波数決定部８１は、現に設定されている動画像記憶周波数をそのまま採用する
。つまり、この場合においては、新たな動画像記憶周波数は現に設定されている動画像記
憶周波数と等しくなり、動画像記憶周波数の変更処理は不要である。
【００３３】
　一方、動画像記憶周波数が反復周波数を超えている場合、記憶周波数決定部８１は、反
復周波数以下の値となるように新たな動画像記憶周波数を決定する。この処理は、あらか
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じめソフトウェアとして定められたプロセスにしたがって実行される。
【００３４】
　その一例として、反復周波数と（実質的に）等しい値を採用するプロセス、反復周波数
よりも所定値だけ低い値を採用するプロセス、反復周波数よりも所定割合だけ低い値を採
用するプロセスなどがある。なお、「実質的に等しい」とは、この実施形態に係る作用・
効果において、「等しい」場合との間に実質的な差異がない範囲での相異は許容すること
を意味する。また、上記超過範囲の決定要素を考慮しつつ、反復周波数よりも所定値だけ
又は所定割合だけ高い値を設定するプロセスを適用してもよい。
【００３５】
　また、以上に列挙したプロセス等を含む複数のプロセスのうちの２つ以上を、選択的に
適用可能に構成することも可能である。この選択は、操作部９を介して手動で行うように
してもよいし、所定の要素を考慮して自動で行うようにしてもよい。この所定の要素の例
としては、疾患名、検査部位、当該被検者に対する過去（たとえば前回）の検査での適用
プロセス、ユーザによるプリセットなどがある。
【００３６】
　なお、新たな動画像記憶周波数の下限値は任意に設定される。この下限値の決定要素と
しては、たとえば動画表示におけるビデオレートがある。つまり、その動画の閲覧者が、
これを滑らかな動画として認識できるような一般的なビデオレートの値（たとえば３０フ
レーム／秒）を、上記の下限値とすることができる。また、たとえばインフォームド・コ
ンセント用としてのみ動画像を使用する場合や、動画像をコマ送りでのみ閲覧する場合の
ように、動画の時間分解能の高さが比較的要求されないケースにおいては、一般的なビデ
オレート未満の値を適用してもよい。なお、動画像記憶周波数の値ゼロは超音波画像デー
タを一つだけ記憶させることに相当するので、その下限値は正の値であればよい。
【００３７】
（記憶処理部８２）
　記憶処理部８２には、記憶周波数決定部８１により決定された動画像記憶周波数が入力
される。更に、記憶処理部８２には、動画撮影時において画像生成部５により逐次に生成
される超音波画像データが逐次に入力される。そして、記憶処理部８２は、逐次に入力さ
れる超音波画像データを、当該動画像記憶周波数で画像記憶部１０に記憶させる。
【００３８】
　動画像記憶周波数が反復周波数と等しい場合、動画像記憶周波数は、超音波画像データ
の生成周波数（単位時間に生成される超音波画像データの数）、更には、記憶処理部８２
に対する超音波画像データの入力周波数（単位時間に入力される超音波画像データの数）
と等しくなる。よって、記憶処理部８２は、画像生成部５から逐次に入力される超音波画
像データを、その入力タイミングに同期したタイミングで逐次に画像記憶部１０に記憶さ
せる。
【００３９】
　動画像記憶周波数が反復周波数より低い場合、一般に、記憶処理部８２は、画像生成部
５から逐次に入力される超音波画像データを「間引き」して記憶させることとなる。たと
えば動画像記憶周波数が反復周波数の１／ｎであれば、記憶処理部８２は、超音波画像デ
ータがｎ個入力される毎に、それらのうちの１個を記憶させることとなる。より一般に、
動画像記憶周波数が反復周波数のｍ／ｎ（ｍ＜ｎ）であれば、記憶処理部８２は、超音波
画像データがｎ個入力される間に、それらのうちのｍ個を記憶させることとなる。
【００４０】
　なお、動画像記憶周波数と反復周波数との差が小さく、かつ、記憶処理を実行する時間
が短い（つまり記憶される超音波画像データの数が少ない）場合には、入力される全ての
超音波画像データが記憶されることもある。動画像記憶周波数が反復周波数より高い場合
においても、同様の理由で、入力される全ての超音波画像データを重複なく記憶させるこ
とが可能である。
【００４１】
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　記憶処理部８２は、画像記憶部１０に記憶させる超音波画像データに、所定の付帯情報
を付加する。この付帯情報の例として、ＤＩＣＯＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ　
ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）規格に準拠したＤＩ
ＣＯＭタグがある。この付帯情報には、記憶周波数決定部８１により決定された動画像記
憶周波数に対応するフレーム間隔情報が含まれる。このフレーム間隔情報は、記憶される
超音波画像データを動画像として表示させるときのビデオレートに相当するものであり、
時系列的に隣接する超音波画像データ（フレーム）の間の時間間隔を示すものである。こ
のフレーム間隔は、動画像記憶周波数の逆数として算出される。
【００４２】
（モード切替部８３）
　モード切替部８３は、記憶処理部８２の動作モードを切り替える。この動作モードとし
ては、記憶周波数決定部８１により決定された動画像記憶周波数を用いる第１モードと、
ユーザが操作部９を用いてあらかじめ設定した動画像記憶周波数を用いる第２モードとが
含まれる。モード切替部８３は、所定の入力情報を受けて第１モード及び第２モードを含
む複数の動作モードのうちのいずれか１つを選択し、その選択結果を記憶処理部８２に送
る。記憶処理部８２は、この選択結果に示す動作モードで超音波画像データの記憶処理を
実行する。
【００４３】
　上記の入力情報は、操作部９を介して又は自動で生成される。後者の例として、疾患名
や検査部位と動作モードとをあらかじめ対応付けたテーブル情報から当該入力情報を生成
するように構成することができる。また、当該被検者に対する過去（たとえば前回）の検
査で適用された動作モードを記憶しておいて参照するように構成することも可能である。
【００４４】
（操作部９）
　操作部９は、ユーザによる操作を受けて、この操作内容に応じた信号や情報を装置各部
に入力する。また、操作部９は、ネットワークやメディアを介して信号や情報の入力を受
ける機能を有していてもよい。
【００４５】
（画像記憶部１０）
　画像記憶部１０は、超音波画像データや付帯情報を記憶する。画像記憶部１０は、たと
えばハードディスクドライブ等の記憶装置を含んで構成される。画像記憶部１０の配置の
例としては、当該超音波診断装置に内蔵させる構成や、直接に外付けする構成や、ネット
ワークを介して接続する構成などがある。
【００４６】
［動作］
　この実施形態に係る超音波診断装置の動作について説明する。この動作の一例を図３に
示す。以下に説明する処理に先駆けて、視野領域、反復周波数、ビデオレートの設定など
の準備作業はなされているものとする。また、動画像記憶周波数の値も設定されているも
のとする。
【００４７】
　なお、図３に示す処理は、記憶周波数決定部８１により決定された動画像記憶周波数を
適用するモードが選択された場合の一例である。ユーザによりあらかじめ設定された動画
像記憶周波数を適用するモードが選択された場合には、従来と同様に、この動画像記憶周
波数で画像データを記憶すればよい。
【００４８】
（Ｓ０１：検査開始）
　ユーザは、超音波ゼリーを被検体に塗布し、その塗布位置に超音波プローブ１を当接さ
せ、更に所定の操作を行うことにより検査開始を指示する。超音波プローブ１は、事前に
設定された反復周波数で視野領域内を反復的にスキャンする。
【００４９】
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（Ｓ０２：画像データの生成・画像表示の開始）
　画像生成部５は、超音波プローブ１から受信部３及び信号処理部４を介して逐次に入力
されるデータに基づいて、当該視野領域の超音波画像データを逐次に生成する。表示制御
部６は、画像生成部５から逐次に入力される超音波画像データと、所定の付帯情報とに基
づいて、事前に設定されたビデオレートで超音波画像（動画像）及び付帯情報を表示部７
に表示させる。
【００５０】
（Ｓ０３：動画像記憶周波数の決定処理）
　記憶周波数決定部８１は、事前に設定された反復周波数と動画像記憶周波数とに基づい
て、新たな動画像記憶周波数を決定する。この新たな動画像記憶周波数は、実質的に当該
反復周波数以下である。
【００５１】
　なお、動画像記憶周波数を決定する処理は、必ずしもこのタイミングで行われる必要は
ない。この処理は、必要な情報（反復周波数と動画像記憶周波数）が入力されたときから
、実際に超音波画像データの記憶が実行されるときまでの間における任意のタイミングで
行うことが可能である。
【００５２】
（Ｓ０４：画像データ記憶処理の開始指示）
　ユーザは、所望のタイミングで操作部９を用いて所定の操作を行うことにより、画像デ
ータの記憶処理の開始を指示する。操作部９は、この指示に対応する信号を制御部８に入
力する。
【００５３】
（Ｓ０５：画像データ記憶処理）
　この信号を受けたことに対応し、記憶処理部８２は、画像生成部５により逐次に生成さ
れる超音波画像データを逐次に取得する。そして、記憶処理部８２は、逐次に入力される
超音波画像データを、ステップＳ０３で決定された動画像記憶周波数で逐次に画像記憶部
１０に記憶させる。これら超音波画像データは一群のデータとして画像処理部１０に記憶
される。また、この一群のデータには、フレーム間隔情報を含む付帯情報が付加される。
【００５４】
　なお、画像生成部５からの超音波画像データの取得タイミングを当該動画像記憶周波数
に同期させるように構成することができる。また、当該取得タイミングと反復周波数とを
同期させ、かつ、画像記憶部１０への超音波画像データの記憶タイミングと当該動画像記
憶周波数とを同期させるように構成することもできる。
【００５５】
（Ｓ０６：画像データ記憶処理の終了）
　ユーザは、所望のタイミングで操作部９を用いて所定の操作を行うことにより、画像デ
ータの記憶処理の終了を指示する（Ｓ０６：Ｙｅｓ）。操作部９は、この指示に対応する
信号を制御部８に送る。この信号を受けたことに対応し、記憶処理部８２は、画像データ
の記憶処理を終了する。一方、記憶処理部８２は、当該指示が入力されるまで、画像デー
タの記憶処理を継続する（Ｓ０６：Ｎｏ）。
【００５６】
　今回の処理により記憶された一連の超音波画像データは、フレーム間隔情報を含む付帯
情報とともに画像記憶部１０に保存される。以上で、この動作例に係る処理は終了となる
。
【００５７】
［効果］
　この実施形態に係る超音波診断装置の効果について説明する。
【００５８】
　この超音波診断装置は、生成部と、表示部７と、表示制御部６と、画像記憶部１０と、
記憶制御部とを有する。
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【００５９】
　生成部は、超音波プローブ１、送信部２、受信部３、信号処理部４及び画像生成部５を
含んで構成される。生成部は、あらかじめ設定された視野領域内を超音波で反復的にスキ
ャンすることにより、当該視野領域の超音波画像データを逐次に生成する。
【００６０】
　表示制御部６は、逐次に生成される超音波画像データに基づく動画像を、表示部７に表
示させる。
【００６１】
　記憶制御部は、記憶周波数決定部８１と記憶処理部８２とを含んで構成される。記憶周
波数決定部８１は、超音波スキャンの反復周波数と、現に設定されている動画像記憶周波
数とに基づいて、実質的に当該反復周波数以下である新たな動画像記憶周波数を決定する
。記憶処理部８２は、生成部により逐次に生成される超音波画像データを、当該新たな動
画像記憶周波数で画像記憶部１０に逐次に記憶させる。
【００６２】
　このような超音波診断装置によれば、実質的に反復周波数以下の値の動画像記憶周波数
を自動的に設定し、この動画像記憶周波数で超音波画像データを記憶させることができる
。したがって、この動画像の同じ超音波画像データ（フレーム）を重複して記憶すること
がなくなり、記憶されるデータの容量が無駄に増大してしまうこともない。また、繰り返
し周波数やビーム数などの反復周波数（フレームレート）に影響するパラメータを変更し
た場合であっても、動画像記憶周波数を手動で変更する必要がないため、操作性が向上す
る。このように、この超音波診断装置によれば、スキャンの反復周波数に応じた好適な動
画像記憶周波数を自動で設定することが可能である。なお、動画像記憶周波数として反復
周波数を超える値を適用する場合においては、その超過量又は超過度合は上記の作用・効
果に影響を与えない程度に留まるように設定される。
【００６３】
　また、この実施形態に係る超音波診断装置は、動画像記憶周波数を手動で設定するため
の操作部９を有する。更に、記憶制御部はモード切替部８３を有する。それにより、記憶
制御部は、記憶周波数決定部８１により決定された動画像記憶周波数を用いる第１モード
での動作と、ユーザが操作部９を用いてあらかじめ設定した動画像記憶周波数を用いる第
２モードでの動作とを選択的に実行することが可能である。それにより、ユーザのニーズ
に応じた画像データ記憶処理を提供することができる。
【００６４】
〈第２の実施形態〉
　第１の実施形態では、画像生成部５により生成される超音波画像データを記憶させる例
について説明した。それに対し、この実施形態では、表示制御部６により生成される表示
用のデータを記憶させる例について説明する。
【００６５】
　この実施形態に係る超音波診断装置は、第１の実施形態とほぼ同様の全体構成を有する
（図１を参照）。以下、第１の実施形態と同様の構成部分については同じ符号を付して説
明することとする。また、第１の実施形態と同様の内容については適宜説明を省略する。
【００６６】
　この実施形態に係る超音波診断装置の制御系の構成例を図４に示す。第１の実施形態と
の相異は、表示制御部６から記憶処理部８２にデータが入力される点である。
【００６７】
　前述のように、表示制御部６は、画像生成部５から逐次に超音波画像データを受けて、
超音波画像データと付帯情報とを組み合わせて表示用のフレームを逐次に生成する。そし
て、表示制御部６は、逐次に生成されるフレームを、あらかじめ設定されたビデオレート
で順次に切り替え表示させることにより、超音波動画像と付帯情報とを表示部７に表示さ
せる。なお、前述のように、各表示用のフレームは２枚以上のレイヤーから構成されてい
てもよい。
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【００６８】
　記憶周波数決定部８１は、第１の実施形態と同様に、超音波スキャンの反復周波数と、
現に設定されている動画像記憶周波数とに基づいて、実質的に当該反復周波数以下である
新たな動画像記憶周波数を決定する。
【００６９】
　記憶処理部８２は、表示制御部６により逐次に生成される表示用のフレーム（動画像の
フレームと付帯情報とを含む）を、記憶周波数決定部８１により決定された動画像記憶周
波数で画像記憶部１０に逐次に記憶させる。また、記憶処理部８２は、第１の実施形態と
同様に、画像記憶部１０に記憶させる表示用のフレームに所定の付帯情報を付加する。
【００７０】
　以上のように、この実施形態に係る超音波診断装置は、生成部と、表示部７と、表示制
御部６と、画像記憶部１０と、記憶制御部とを有する。
【００７１】
　生成部は、超音波プローブ１、送信部２、受信部３、信号処理部４及び画像生成部５を
含んで構成される。生成部は、あらかじめ設定された視野領域内を超音波で反復的にスキ
ャンすることにより、当該視野領域の超音波画像データを逐次に生成する。
【００７２】
　表示制御部６は、逐次に生成される超音波画像データに基づく動画像を、表示部７に表
示させる。
【００７３】
　記憶制御部は、記憶周波数決定部８１と記憶処理部８２とを含んで構成される。記憶周
波数決定部８１は、超音波スキャンの反復周波数と、現に設定されている動画像記憶周波
数とに基づいて、実質的に当該反復周波数以下である新たな動画像記憶周波数を決定する
。記憶処理部８２は、表示制御部６により逐次に生成される表示用のフレーム（動画像の
フレームと付帯情報とを含む）を、当該新たな動画像記憶周波数で画像記憶部１０に逐次
に記憶させる。
【００７４】
　このような超音波診断装置によれば、第１の実施形態と同様に、スキャンの反復周波数
に応じた好適な動画像記憶周波数を自動で設定することができる。また、この超音波診断
装置によれば、記憶制御部の動作モードの切り替えが可能であるので、ユーザのニーズに
応じた画像データ記憶処理を提供することができる。
【００７５】
　更に、この実施形態に特有の効果として、超音波画像だけでなく、その付帯情報も記憶
できることがある。
【００７６】
　以上、この発明の実施形態を説明したが、上記の実施形態は例として提示したものであ
り、発明の範囲を限定することを意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００７７】
　１　超音波プローブ
　２　送信部
　３　受信部
　４　信号処理部
　５　画像生成部
　６　表示制御部
　７　表示部
　８　制御部
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　８１　記憶周波数決定部
　８２　記憶処理部
　８３　モード切替部
　９　操作部
　１０　画像記憶部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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